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１．当面の間の本剤の配分について 

本剤が薬価収載された後も、薬価収載品としての本剤（以下「一般流通品」とい

う。）の流通が開始されるまでの間は、「新型コロナウイルス感染症における経口

抗ウイルス薬（ゾコーバ錠 125mg）の医療機関及び薬局への配分について」（令和４

年 11月 22日付け事務連絡（令和５年３月３日最終改正）に基づき、引き続き、国

が購入した本剤（以下「国購入品」という。）を配分することとします。 

一般流通後は、国からの配分は企業との調整のうえ、終了する予定です。 

現下の感染状況に鑑み、本剤を必要とする患者に速やかに投与できるよう、適切

な在庫の確保など、状況に応じた本剤の配分依頼をお願いします。 

 

２．一般流通開始日及び一般流通開始以降の国購入品の取扱いについて 

一般流通が開始される日及び一般流通開始に伴う国購入品と一般流通品の切替え

に係る取扱いについては、追ってご連絡します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ】 

＜本件全体に関すること＞ 

新型コロナウイルス感染症対策推進本部（戦略班） 

Mail：corona-kusuri@mhlw.go.jp  

TEL: 03-6812-7824（直通）平日 9：30～17：00 

＜薬局に関すること＞ 

医薬・生活衛生局総務課（薬局担当） 

Mail : hanbai-site@mhlw.go.jp 


